
敬老会事業について 
 

１．目的 

 ７５歳以上（平成２８年４月１日現在）の高齢者を対象とし、自治会で敬老会等の事

業を実施することにより、地域の絆を深めることや高齢者を敬う気持ち、そして、見守

りをしていただくことを目的とします。 

《事業例》 

① 自治公民館等で、高齢者を招待し敬老会(飲食や芸能等の催し)の開催、健康教 

室(講話)等を行う。 

② 高齢者の見守りも兼ね、敬老祝品を持って高齢者宅を訪問し、敬老の気持ちを 

伝える。 (現金や商品券の配布はしないでください。) 

 

２．事業交付金 

 交付金の額は、下記記載の①規模割、②参加者割、③集会割の合計額を交付限度額と

いたします。ただし、事業にかかった費用が交付限度額以下の場合は、その費用が交付

額となります。 

①規模割 ②参加者割 

参加人数(対象高齢者) 
③集会割 

参加人数(対象高齢者) 金額 

１５人まで ５，０００円 

１人当たり １，０００円 

公民館で教室等を

開催した場合 

１０，０００円 

１６人以上２５人まで １０，０００円 

２６人以上３５人まで １５，０００円 

３６人以上４５人まで ２０，０００円 

４６人以上５５人まで ２５，０００円 

５６人以上６５人まで ３０，０００円 

６６人以上 ３５，０００円 

【計算例】 

・地区内の対象高齢者５０人のうち、敬老会（教室等開催した場合）に４０人が参加し

た場合は、 

①規模割２０,０００円＋②参加者割４０,０００円＋③集会割１０，０００円 

＝交付限度額は７０,０００円となります。 

 

３．交付金申請 

 事業実施後に、別添の提出をお願いします。 

  ①「敬老会事業交付金交付申請書」(１ページ) 

  ②「敬老会事業実施報告書」   (２ページ・３ページ) 

  ③「敬老会事業交付金交付請求書」(口座振込は４ページ) 

                  (現金受取は５ページ)          

なお、実施報告書には「写真」と「領収書の写し(コピー)」を添付してください。(実

施報告書の記入例は６ページ) 

 また、口座振込を希望される場合は、振込先口座の確認(金融機関・口座番号・口座名

義)のため、通帳をご持参いただくか、通帳の写し(コピー)の添付をお願いします。 

 請求書提出の際に、委任状が必要となる場合がありますので、代表者の印鑑(個人印)

をご持参ください。 

 

○問い合わせ先 市貝町健康福祉課 高齢介護係 電話６８－１１１３ 


